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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
、

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
（
以
下
「
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
の
養
成
を
行
っ
て
い
る
大
学
に
お
い
て
は
、
理
学

療
法
士
作
業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
三
号
）
に
定
め
ら
れ
た
単
位
数
以

上
の
臨
床
実
習
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
臨
床
実
習
に
よ
り
、
理
学
療
法
士
等
と
し
て
必
要
な
知
識

及
び
技
能
を
修
得
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
国
家
試
験
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

御
指
摘
の
よ
う
に
「
知
識
偏
重
で
療
法
士
を
養
成
す
る
結
果
、
医
療
人
と
し
て
の
基
本
的
心
構
え
や
資
質
の
な
い
療
法
士
が

医
療
・
福
祉
に
携
わ
っ
て
い
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
の
国
家
試
験
の
受
験
資
格
を
得
る
た
め
に
は
、
基
本
的
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
学
校
又
は
厚
生

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
養
成
施
設
に
お
い
て
、
一
定
の
年
数
以
上
理
学
療
法
士
等
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
修
業
期
間
及
び
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
校
で
あ
る
か
養
成
施
設
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る

一



も
の
で
は
な
く
、
両
者
を
不
公
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
大
学
の
新
学
科
設
置
に
つ
い
て
は
、
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
の
答
申
を

踏
ま
え
、
適
切
に
認
可
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
臨
床
実
習
を
行
う
た
め
の
実
習
施
設
に
つ
い
て
は
、
大
学
や
養
成

施
設
に
お
い
て
、
病
院
等
に
協
力
を
お
願
い
し
、
確
保
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
本
年
六
月
に
、
理
学
療
法
士
等
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
国
家
試

験
出
題
基
準
を
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
必
要
に
応
じ
、
理
学
療
法
士
等
の
質
の
向
上
の
た
め
の
方
策
に
つ

い
て
検
討
し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。

二


